
協議・報告事項 4 

地域子育て支援拠点事業について 

 

 

１ 地域子育て支援拠点事業とは 

公共施設や保育所などの子育て親子が集う場として適した場所で、乳幼児及びその保護者が

相互の交流を行う場所を常時開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助

を行う事業です。 

 

２ 加西市の地域子育て支援拠点事業 

令和 5年度は、以下の 4か所で地域子育て支援拠点事業を実施していました。 

・いちごくらぶ（善防こども園内） 

・愛の光キッズ（認定愛の光こども園内） 

・ぜんぼうキッズ（善防公民館内） 

・ほくぶキッズ（オークタウン加西内） 

 

３ 今後について 

ほくぶキッズについては、令和６年４月に健康福祉会館に移転し、名称を「ねひめキッズ」

に変更して児童療育事業と一体的に実施しており、地域子育て拠点施設からは除外することと

なり、令和 6 年 4 月 1 日時点で、加西市の地域子育て支援拠点事業は、3 か所での実施となっ

ています。しかしながら、現在、私立認定こども園において、新規開設を予定しております。

開設時期は未定ですが、準備が整い次第、4か所での実施となる予定です。 

 

 

 


